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１．年金制度の全体像

わが国の公的年金の給付構造（2008年3月現在）

財政単位

7,007 万人
（注）　ＤＣは、確定拠出年金の略。企業が掛金拠出を行う企業型と本人が掛金拠出を行う個人型がある。

サラリーマン等
（第2号被保険者）

3,908万人

公的年金
17.35％

サラリーマンの妻
（第3号被保険者）

1,063万人

自営業者等
（第1号被保険者）

2,035万人

基礎年金

厚生年金・共済年金
（3,457万人）

公務員
等

451万

共済
年金
職域
部分

税制適格年金
25,441件
348万人

(2009/3/31)

国民年金基金
65万人
(2008/3/31)

DC個人型

年216,000円

ＤＣ企業型
年552,000円

確定給付年金
5,008件
600万人

(2009/3/31)

厚生年金基金
617基金
474万人

(2009/3/31)

DC個人型

年816,000円
（国年基金と
　　共通枠）

ＤＣ企業型
年276,000円

ＤＣ企業型で3,043規約、311万人(2009/3/31)

ＤＣ対象外ＤＣ対象外

代行部分

【一階部分】

【二階部分】

【三階部分】

【国民年金】 【厚生年金】 【共済年金】

ＤＣ個人型で10
万人(2009/3/31)
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２．企業年金の仕組み

資 産 管 理 運 用 機 関

・生命保険会社
・農業協同組合連合会

資産管理
運用契約

従業員

掛金

裁定・給付

受給権者

投資顧問会社
（事業主と投資一任契約）

事業主

・信託会社

退職等

裁定請求

企業年金基金

理事・監事

代議員会年金規約
過半数で組織され
る労働組合の同意
（過半数を代表す
るものの同意）

年金規約

基金型確定給付企業年金の例

業務委託

数理業務

管理業務

運用コンサル
委託者

受託者

受益者
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３．国内年金の動向（１）

加入者数の推移

企業年金加入者数の推移
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確定給付企業年金

確定拠出年金
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（注）データは、企業年金連合会「企業年金に関する基礎資料」および厚生労働省公表のものより作成
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３．国内年金の動向（２）

年金資産
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適格退職年金

確定給付企業年金

厚生年金基金

年金資産の推移

(注) 確定給付型年金の資産残高は、企業年金連合会「資産運用実態調査」資料より
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４．年金アクチュアリーの業務

法定業務

数理業務

その他

１．厚生年金基金

・ 年金数理関係書類の確認および所見

・ 継続的な財政診断（指定年金数理人）

２．確定給付企業年金

・ 年金数理関係書類の確認および所見

１．企業年金における数理計算

２．企業会計における退職給付債務の評価および確認

１．退職金、企業年金等の制度設計

２．年金ＡＬＭ（アセット・アロケーション構築）

３．Ｍ＆Ａ等における企業リスクの評価（退職給付制度）

４．公正価値評価（ディスカウントキャシュフロー）
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５．年金数理人

次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、十分な社会的信用を有するもの

一 基金の年金たる給付の設計、掛金の額の算定等を行うために必要な知識及び経験を有する
者として、厚生労働大臣の定める基準に該当し、かつ、厚生年金基金等の年金数理に関する
業務に五年以上従事したことのある者

二 前号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有するものと厚生労働大臣が認める者

年金数理人の要件

次のいずれにも該当しないこと

１．故意に数理書類の確認を適確に行わなかったもの

２．相当の注意を怠り、数理書類の確認を適確に行わ
なかったもの

３．社会保険法令に違反する行為を指示したり相談に
応じたりしたもの

４．相当な理由がなく、数理書類の確認に関して知り得
た情報を他に漏らし、盗用したもの

５．年金数理人として必要な信用または品位を害する
行為を行ったもの

日本アクチュアリー会の正会員であるもの

・基金等の年金数理業務に５年以上従事し、かつ、２
年以上は責任者として財政計算、基金および行政機
関への報告を自ら行ったと認められるもの



7

ＬＤＩ

積立規制の強化 会計基準の厳格化

グローバル経済

ＤＢの
凍結・閉鎖

DC

ＣＢ

資産運用の多様化

制度設計の多様化

雇用の変化

コストの増加

リスクの圧縮・管理

アウトソース年金売却

公的年金の縮小

６．企業年金における世界的動向

米英では確定給付型が大きく後退

アクチュアリー受難 = 発展の好機
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７．米国におけるＤＢとＤＣ

ＤＢからＤＣへのシフト

加入者数(現役)
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(注) 数値は、米国労働書（pensionplan bulletin）より
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８．国際財務報告基準（IFRS） (１) 統一

早期選択適用2010/3

IFRS義務化を決定

ロードマップ案
（2009/2）

• 国際的な財務活動を
行っている上場企業

• 市場において十分周
知されている一定規
模以上の上場企業

• 基準の内容

• 言語

• 基準設定のデュー・プロセス

• 教育・研修
（会計士、投資家、当局、利用者）

• IASCFのガバナンス、日本の関与強化

• XBRLの機能改善

2010 20122011 2013 20142009 20152008200720062005

準備期間：３年以上

ＥＵ IFRS適用
（域内企業）

ＥＵ IFRS適用
（域外企業）

ASBJ - IASB
コンバージェンスを合意（2005/3）

ASBJ - IASB
東京合意（2007/8）

コンバージェンス アダプション

①重要な差異、 ２６項
目を2008年までに解消

②中期

報告日移行日
2期

③中長期
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８．国際財務報告基準（IFRS） (２) 特徴

原則主義
個別判断は企業、監査人に委ねる

比較可能性の重視
代替措置の削除、遡及的適用

経営者の恣意性の排除

資産負債アプローチ ⇔ 収益費用アプローチ
時価主義

包括利益（期首、期末の純資産の変動）

公正価値評価

将来キャッシュフローの予測

連結ベース
会計方針の統一

注記事項の重要性
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９．年金アクチュアリーに求められるもの

年金に関する法令
年金財政チェック、制度設計、年金ALM、M&A

会計基準
会計上債務の評価、制度設計、M&A

資産運用
年金ALM、総合的助言

報酬制度
退職給付制度の設計

アクチュアリー資格の取得

【必要な知識】

【スキル】

相手に理解して貰う力


